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１ 計画の背景及び主旨 （計画本文 4 ページ） 

平成 18 年 12 月に教育基本法が改正され、地方公共団体は、国の計画を参酌し、それぞれの地

域に応じた教育の振興のための施策に関する基本計画を定めるよう努めることとされました。本市教

育委員会は平成 23 年 10 月に「那覇市教育振興基本計画」を、平成 28 年 3 月に「第 2 次那覇

市教育振興基本計画」、令和 3 年 3 月に「第 3 次那覇市教育振興基本計画」を策定し、本市教育

行政の諸施策の推進に取り組んできました。 

第 3 次計画における取組みにより本市の教育行政に一定の成果を得ましたが、策定から 5 年が

経過し、教育を取り巻く環境は変容し続けています。教育における不易と流行を見極めたうえで、本

市の教育のさらなる発展を目指すため「第 4 次那覇市教育振興基本計画」を策定することとしまし

た。 

 

2 計画の位置づけ （計画本文 5 ページ） 

（１）第５次那覇市総合計画との関係 

本計画は、本市の「教育の基本理念」のもと、「教育の目標」の実現に向けて、本市の教育に関

する施策を体系的に示すものであると同時に、総合計画の教育に関する部門計画としても位置づ

け、同計画を補完するものです。 

（２）国・県の計画との関係 

策定にあたっては、教育基本法第 17 条第 2 項の規定に基づき、国の「第４期教育振興基本計

画」（令和５年度～令和９年度）を参酌するとともに、「沖縄県教育振興基本計画」（令和４年度～

令和 13 年度）と整合性を図っています。 

（３）大綱及び本市既存計画との関係 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第 1 条の 3 第 1 項の規定に基づき市長が策定

した「那覇市の教育及び文化の振興に関する大綱」と整合性を図るとともに、本市における既存の

計画等と連携して教育施策を展開していきます。 
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本
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和
13
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県

教育の基本理念・教育の目標

第５次那覇市総合計画
平成30（2018）年度から令和9（2027）年度

那覇市の教育及び文化の振興に関する大綱

第４次那覇市教育振興基本計画
令和8（2026）年度から令和10（2028）年度

教育関連の計画等 （その他、他部局の関連する計画等も含む）

・第３次那覇市生涯学習推進計画 ・那覇市こども計画

・那覇市学校施設等長寿命化計画 ・那覇市学校運営協議会設置プラン

・那覇市スポーツ推進計画 ・那覇市校務DX計画 等
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３ 計画の期間 （計画本文 16 ページ） 

これまでの既存計画で５年としていた計画期間を、①本計画においては、３年間（令和８～10 年

度）とします。計画期間を３年間とすることで、②令和 11 年度に次期計画として第５次那覇市教育

振興基本計画を策定することになりますが、③本市の次期総合計画と、④国の次期教育振興基本計

画の策定が令和 10 年度に見込まれており、その翌年度に策定サイクルを合わせることで、⑤上位

計画や関連計画の内容を迅速に反映できる効果が生まれます。 

なお、本計画は３年間の短期間となることから第３次計画で一定の成果を得られた取組みを踏襲

しつつ、⑥総合計画の一部改訂で追加された新たな視点や教育の現状を踏まえた施策を落とし込

み策定しました。ただし、この期間の途中において、社会情勢の変化等の必要に応じて内容及び計画

期間の見直しを行うことができるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

那
　
覇
　
市

第5次那覇市総合計画

R元～R4

那覇市の教育及び
文化の振興に関する大綱

令和５年度～令和８年度

次期　那覇市の教育及び
文化の振興に関する大綱

令和９年度～

③次期　那覇市総合計画

平成30年度～令和9年度

沖
縄
県

前期計画

H30～R4

国

前計
画

沖縄県教育振興基本計画

令和4年度～令和13年度

令和10年度～

前期　大綱

①第４次那覇市
教育振興基本計画

令和８～10年度

④次期　教育振興基本計画

令和10年度～

第4期教育振興基本計画

令和５年度～令和９年度

第3次那覇市教育振興基本計画

令和3年度～令和7年度

②次期　那覇市
教育振興基本計画

令和11年度～

⑥【新たな視点を元にした施策】
ウェルビーイング向上、DX、

働き方改革、不登校対策

⑤【上位・関連計画のスピード感ある反映】
次期那覇市総合計画の反映及び（国）教育振

興基本計画の参酌
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４ 計画の領域 （計画本文 10 ページ） 

本計画における対象領域は、教育委員会が所管している施策・事業としています。また、市長部局

で補助執行している文化財の保護に関する事業についても含みます。なお、他の部局が所管する計

画で本計画に関係するものについては、関係部局と連携しながら事業を推進します。 

５ 計画の施策体系 （計画本文 10 ページ-15 ページ） 

第 5 次那覇市総合計画でまちづくりの将来像として掲げた「めざすまちの姿」のうち、教育の分野

である「次世代の未来を拓き、豊かな学びと文化が薫る誇りあるまちＮＡＨＡ」の具体化及びその実

現に向けた効率的で効果的な行政運営を行うため、総合計画の中間見直しで盛り込まれた「ウェル

ビーイング」や「デジタル・トランスフォーメーション（DX）」といった視点も加えながら、以下の体系で

各取組を実施します。 
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６ 計画の進捗管理 （計画本文 104 ページ） 

教育委員会では、第４次那覇市教育振興基本計画の取組及びその他教育行政に係る重要施策

等を適切に進行管理し、教育行政の円滑な運営と主要事業の成果の向上を図ることを目的に「那

覇市教育行政マネジメントシステム」を活用します。毎年度、具体的な目標を設定し、PDCA サイクル

により適切にその推進を図るものとします。 

また、総合計画及び本計画の体系区分の各施策を基本に事業を抽出し、外部委員で組織する那

覇市教育事務点検評価委員会による点検及び評価を行います。教育に関し学識経験を有する者の

知見の活用を図ることで、多角的な視点や客観性を確保し、提言を元にした事業等の改善につな

げ、効果的な教育行政の推進を図ります。 

そして、「那覇市教育行政マネジメントシステム」及び「那覇市教育事務点検評価※」の結果に加

え、施策の指標に掲げる目標値の達成状況を、ホームページで公表し市民への説明責任を果たしま

す。 
 

教育基本法第１７条第２項に基づく計画（Plan）

那覇市教育振興基本計画

Plan（計画）

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基

づき実施している。

教育に関し学識経験者で構成する那覇市教育事

務点検評価委員会を設置し、多角的な視点や客

観性を確保した外部評価を行う。

委員からの提言（Check）を元に、各事業の改善

（Action）を図る。

教育に関する事務の管理

及び執行の状況の点検及び評価

Check（評価）

施策１から施策７までの教育に関する事業（Do）

教育に関する事務事業

自己点検（内部評価）により、マネジメントシステム内

のPDCAサイクルに基づく改善を図る。

那覇市教育行政マネジメントシステム

Do（実行）

評価に関する諮問

A

P

D

C

PDCA
サイクル

A

P

D

C

PDCA
サイクル

Action（改善）

教育事務点検評価のイメージ図

A
（Action：改

P
（Plan：計画）

D
（Do：実行）

C
（Check：評価）

PDCA
サイクル

１会計年度

マネジメントシステムは、１会計年度を期間として実施します。

今年度の事業を内部評価により見直しを図り、

次年度以降の事業の改善、効果の向上を図ります。 １会計年度

１会計年度

時系列

成

果

・

効

果

の

向

上

A
（Action：改善）

P
（Plan：計画）

D
（Do：実行）

C
（Check：評価）

PDCA
サイクル

A
（Action：改善）

P
（Plan：計画）

D
（Do：実行）

C
（Check：評価）

PDCA
サイクル
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データが示している通り、全国的に不登校は増加傾向にある。不登校１０００人あたりの不登校児童生徒数を比
べてみると、全国に比べて県は不登校数が多いが、那覇市はさらに人数が多いことが分かる。その主な原因につい
ては「無気力・不安」の項目が高い数値を示しているが、家庭環境や学校でのトラブルなど、様々な要因が挙げら
れている。
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不登校に対する考え方

不登校児童生徒への支援は「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自ら
の進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること。また、児童生徒によっては、不
登校の時期が休養や自分を見つめ直す等の積極的な意味を持つことがある一方で、学業の遅れや進路
選択上の不利益や社会的自立へのリスクが存在することに留意すること

不登校の定義
何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともでき
ない状況にあるため年間３０日以上欠席した者のうち病気や経済的理由による者を除いたもの

-11-



学校

教育相談課事業相関図

①教育相談支援員（週４日4時間勤務）全校に配置
不登校・登校渋りの児童に対応。居場所作りや登校支援。

②校内自立支援員（週５日７時間勤務）県の委託事業 ５校配置
不登校・登校渋りの児童に対応。学習支援も実施。

教育相談課
津波避難ビル２・３階

③出張自立支援教室（定期的に訪問）
校内で自立支援教室の取り組みを体験。

④訪問学習支援（要請のあった小学校や中学校に支援）
個別や集団に学習支援。

⑤子ども寄添支援員（１７校区に配置。担当校に週１回以上訪問）
福祉関係の支援。関係機関に家庭や児童生徒を繋げる。

①教育相談
不登校など様々な悩
みを持つ児童生徒や
保護者、教師に対し
て、心理士等による
教育相談・支援を行
う。

②自立支援教室
（きら星・むぎほ）
体験活動を通して居
場所作りを行い自立
支援・学校復帰を目
指す。

③学習支援室
（てぃんばう）
不登校児童生徒に
対して個別、集団の
学習支援を実施。

④あけもどろ学級
不登校児童生徒を
集団で支援を行う。

学
校
復
帰

公民館などの公共施設

①自立支援教室
津波避難ビルや学校で支援が
できない児童生徒の支援。

②サテライト学習支援
津波避難ビルや学校で支援が
できない児童生徒の学習支援。

学校復帰
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進学率 87.9％
未決定率 10.1％

％で表示
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那覇市教育委員会 学校教育部 学校教育課・学務課 
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令和７年度 第１回那覇市総合教育会議資料 
 
１ 現状 

近年、学校の担う役割が複雑化し、教員の負担増による長時間勤務が深刻な状況となっていま
す。日常的に児童生徒に関わる教師にのみ負担が集中することなく、多様複雑化・困難化した課
題に、多角的な視点や多様なアプローチが取れるよう、専門的知見やスキルを持つ人材を活用し
た組織的な支援が求められています。また、本市は業務量の適切な管理や健康及び福祉の確保を
図ることを目的として「那覇市教育職員働き方改革推進プラン」を策定し、学校における働き方
改革を推進してきました。メンタルヘルス不調により休職する那覇市の教員は減少傾向にありま
すが、依然として全国に比べて高い割合となっています。学校における働き方改革は、教員のワ
ークライフバランスの推進に留まらず、那覇市の未来を担うこども達の育成にかかる課題である
ことから、更なる取組を推進する必要があります。 

 
２ 学校における働き方改革の３分類「公助・共助・自助」 

（１）「公助」としての取組 
ア 人的支援（チーム学校として） 

教員業務支援員 
教員が児童生徒への指導や教材研究等に注力できる体制を整備することを目的に、教員
の業務支援に従事し、負担軽減を図るため全小中学校へ配置。 

スクールロイヤー 
学校で起こる保護者とのトラブルやいじめ問題等について、「子どもの最善の利益」を
目的に、法的側面から専門的なアドバイスを得るためにスクールロイヤー（弁護士）を
活用して、学校におけるトラブル未然防止のための法律相談や研修等を実施。 

学校問題解決支援員 
学校で起こる喫緊・緊急の課題である理不尽・過剰なクレーム、あるいは児童生徒に係
るいじめ・触法行為・SNS トラブル等に迅速に対応するため、学校問題解決支援員を配
置し、専門的な知見からのアドバイスを実施。 

中学校部活動指導員 
中学校部活動の適正な在り方と地域移行（展開）に向けた取組を推進するため、中学校
部活動指導員を市立中学校 17 校に配置。 
なお、生徒がスポーツや文化活動等に継続して取り組める環境整備の一環として、学校
体育館へのスマートロック設置を生涯学習部の「部活動の地域連携・地域クラブ移行支
援事業」において行っています。 
 

イ 校務の DX 化 
校務支援システム 

通知表や指導要録、調査書の作成および出席状況の集計作業等をシステム上で行うこと
で、データの一元管理を行います。これにより、児童生徒の進級とともに学年横断的に
蓄積されていくデータを活用する事ができ、「手書き」「手作業」が多い教員業務の効
率化。 

学校ポータルサイト 
学校内の情報を集約し、校内のどこからでも確認ができる学校ポータルサイトを導入し
ました。これにより、従来、職員室で行っていた各種支援員への業務依頼や職員会議等
の資料共有を校内どこからでも行うことができ、情報共有の円滑化や校務の効率化。 

学校保護者等連絡ツール 
学校や教育委員会からのお知らせおよび欠席連絡等をデジタル化することで、校務の効
率化を図ります。これにより、紙資料の印刷業務や保護者等との  電話対応時間の削
減等、事務負担の軽減に繋がります。 
 

ウ 組織体制 
教員負担軽減タスクフォース 
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古謝副市長と宮里教育長を共同座長とする「教員負担軽減タスクフォース」により、教
員の業務の多忙化を解消し、負担の軽減を図り質の高い教育の維持と更なる充実のた
め、取組を進めています。 
 

 （２）「自助・共助」としての取組 
 ア 学校業務改善活動 

令和６年度にモデル校等において実施した学校業務改善活動を、全小中学校でも実践でき
るよう、業務改善の考え方や活動の進め方として「那覇市立学校教職員の業務改善アクショ
ンプログラム」を策定し、その実践事例を周知しています。 

       令和７年度は、全小中学校においてアクションプログラムを基にした業務改善活動を実
践。コンサルティング事業者とともに、ワークショップに係る相談会やテーマ別研修会の開
催し、その活動を支援しています。 

また学校業務改善サイトを開設し、関連資料や研修動画、業務改善事例集等を掲載し情報
を一元化しています。 

       
３ メンタルヘルス対策への取組 
 （１）公立学校教員のメンタルヘルス対策に関する調査研究事業 

文部科学省より R5 年度から R7 年度にかけて沖縄県を介し受託、産業保健を提供する
(株)Avenir に再委託し、医師や保健師、心理士などによる夜間や土日にも相談可能なオンラ
イン相談窓口の開設や、管理職向けラインケア研修、全教員向けメンタルヘルスに関するセル
フケア研修の配信、学校訪問による管理職ヒアリング、休職者向けのオンラインによる復職支
援などの取り組みを行っています。 

 
（２）その他の取組 

ストレスチェックについては、実施期間中、定期的に受検状況を学校長へメールで報告し、
教育長からは校長会などの管理職の集会の場などで受検の声かけを行い、積極的な勧奨を行う
ことで受検率が向上しました。また、相談窓口や那覇市の健康に関する取り組みを記載したチ
ラシの配布、産業医や衛生委員会の活用についてまとめたリーフレットなどを作成し、沖縄県
とも連携し学校訪問を実施するなど周知活動を行っています。 

 
４ 取組効果 
 （１）時間外勤務（教職員） 
   ア 月当たりの時間外勤務の推移 

 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 
小学校 38 時間 47 分 33 時間 53 分 33 時間 16 分 34 時間 01 分 31 時間 09 分 30 時間 30 分 
中学校 45 時間 54 分 37 時間 52 分 39 時間 44 分 39 時間 58 分 38 時間 21 分 38 時間 41 分 

     イ 時間外勤務 80 時間超の人数 
 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

小学校 582 人 525 人 389 人 339 人 266 人 187 人 
中学校 882 人 676 人 520 人 426 人 313 人 351 人 

 
（２）教員の休職者数（精神） 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 
休職者数
（精神） 

22 人 22 人 37 人 32 人 46 人 32 人 

 
 ５ 今後の展開 

令和 7 年度に実施した学校業務改善活動の継続や標準的な改善事例への取り組みを進め、学
校による業務改善活動が自走することを目指すとともに、各種支援策を通じて、教育委員会と
して教員の負担軽減を引き続き支援していきます。 

また、メンタルヘルス対策の推進として、教員の健康と安心して働ける環境を実現するため、
産業医や保健師による相談・支援体制の充実、労働安全衛生管理の整備、研修によるメンタルヘ
ルス知識の普及を進めていきます。これにより、教員が働きやすい環境を整え、子どもたちへの
教育の質の向上につなげていきます。 
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